
農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき、公表します。

（　　　　　　　　　　　　）

１　地域における農業の将来の在り方

（１）　地域農業の現状及び課題

（２）　地域における農業の将来の在り方

・水稲については、農協等関係機関と連携して、高温耐性品種の「なつほのか」や「にこまる」に品種の切り替えを
推進していく。また、水田作における畑地化を推進し、国の事業等を活用し高収益作物の作付拡大を進める。
・露地野菜については、主要作物の玉ねぎ、ばれいしょ、ブロッコリー等の作付拡大を進めるとともに、スマート農業
等の導入やサービス事業体を活用し、省力化と経営の安定に繋げていく。また、作付け拡大が急速に伸びているブ
ロッコリーの出荷過多による値崩れ等の恐れもあるため、新規作物導入の研究も農協等と一体となって進める。
・花き等の施設園芸については、新品種の導入を市場の動向を注視しながら研究機関と連携しながら進める。
・畜産については、飼料高騰による経営の不安定さを解消するため、地域内の水田における飼料用米作付け、水
田裏作による飼料作物の作付け拡大を図り、自給飼料の割合を増やす。また、ヘルパー制度を活用し、ゆとりのあ
る労働環境を作り、後継者の確保に繋げる。
・有機栽培においては、市のオーガニックビレッジ宣言（令和6年度宣言）に基づき、有機農業に対する理解を深め
る機会を増やし、有機農業の拡大を図るとともに、遊休農地の活用や新規就農者の獲得へ繋げる。
・基盤整備事業等の事業活用が見込めない条件不利農地については、市や各種団体と連携し、市民農園による活
用やボランティア団体による農業体験ほ場などの交流の場としての活用も検討する。

地域名
（地域内農業集落名）

注１：「地域名」欄には、協議の場が設けられた区域を記載し、農林業センサスの農業集落名を記載してくださ
い。
注２：「協議の結果を取りまとめた年月日」欄には、取りまとめが行われた協議の回数を記載してください。

吾妻地区

協議の結果を取りまとめた年月日
令和8年2月20日

（第3回）

（　三室一、三室二、三室三、三室四、平木場・西光寺、古庄、田内川、守山馬場、古
城、萩の本、田の平、大木場、横田、田川原、牛口東、牛口三、牛口四、山田馬場、
栗林、柿田、布江、川床、牧の内、黒仁田、山田原、永中、河内、吹の原、大熊一、大
熊二、中阿母、阿母崎一、阿母崎二）

【全体】
・平坦部では基盤整備が進んでいる地域においては、担い手の確保が進んでいるものの、基盤整備がなされてい
ない地域においては、担い手の高齢化や後継者不足が進み、遊休農地が増えている。
・中山間地においては、さらに担い手の高齢化や後継者不足が顕著で、中山間直接支払制度を活用している地域
では、主に水稲作により農地を維持しているが、直接支払制度を活用していない地域においては、担い手も確保で
きず農地の荒廃化が加速している現状である。
・イノシシやアナグマの被害に加え、近年はカモの被害も増大している。
・有機農業に取り組む農業者も増えつつあるが、慣行栽培との明確な栽培エリア分けが出来ていないめ、新たな農
地確保に苦慮している。
・未相続農地や所有者不明農地が増えており、農地貸借や売買による農地流動化が進まない原因の一つとなって
いる。
【エリア別】
・地区の北部の谷工区については排水が悪く、またほ場も狭く耕作条件が悪いため、今後の担い手の確保が難し
い。（三室地区）
・地域の若い担い手が一人しかいないため、地域の農地の維持保全のためにできるだけ農地を借り受けているが、
活用できる補助事業が少ないため経営が厳しい。（大木場地区）
・圃場整備が終了した地域でも30年以上経過し、排水不良など経年劣化が見られる。（守山土地改良区）
・作物別で団地化を検討するが、水稲や飼料用米などの圃場が点在しており、水管理の問題もあり団地化が進ま
ない。（吾妻土地改良区）
・山間地では、担い手の確保のため圃場整備（農地中間管理事業関連基盤整備事業等）の推進を検討するも、事
業要件をクリアすることが困難で、今後の農地の維持管理に苦慮している。（川床地区、牧の内地区）
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２　農業上の利用が行われる農用地等の区域

（１）　地域の概要

ha

ha

（２）農業上の利用が行われる農用地等の区域の考え方（範囲は、別添地図のとおり）

３　農業の将来の在り方に向けた農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項

・基盤整備実施地区においては、認定農業者及び認定新規就農者等の担い手への農地集積・集団化
を図る。
・それ以外の農地についてもまずは担い手への集積・集団化を図るが、多様な農地を担う者への情報
提供を積極的に行い、農地の活用に繋げる。

・基本的には農地貸借の際は農地中間管理機構を活用することとし、担い手の経営意向を踏まえ、段階
的に集約化を図る。担い手への集積・集約が難しいケースでは多様な担い手への貸付を進める。

・三室地区においては、地区の最南部の水田地帯について隣接集落の平木場集落と調整しながら、農地中間管理
機構関連基盤整備事業の活用検討を地域全体で進めていく。また、谷工区地区の水田については、排水が悪いた
め、暗渠整備ができないか検討する。
・守山土地改良区内横田地区においては、基盤整備事業の事業採択がなされ、令和9年事業完了を目指し事業進
行中。
・川床地区においては、これまでも基盤整備事業の実施検討を地域内で議論してきたが、改めて地域内で基盤整
備事業の実施について取り組むか取り組まないかアンケートを取る。
・山田原東地区においては、令和9年度の事業採択を目標に推進準備委員会を中心に協議を継続していく。
・湯田川・大塚川地区においては、推進準備委員会、期成会も立ち上がり、今後も事業実施に向けて協議を継続し
ていく。
・桃山田地区においては、令和12年度の事業完了を目指し事業進行中。
・吾妻中部地区（鳴子田・乙宮・田原地区）においては、水田の基盤整備の計画検討が始まり、準備委員会の立ち
上げに向けて話し合いを進めていく。
・その他の土地改良区以外の地区については、国の農地耕作条件改善事業等の関連事業の活用を検討しながら
小規模な基盤整備を推進していく。

・地域内の農業後継者の多くは、認定農業者や認定新規就農者の認定を受け、優良農地の確保に努
め規模拡大の意向があることから、条件不利農地は敬遠しがちであるため、そのような条件不利農地の
遊休化を防ぐためには、多様な経営体を確保し農地活用に繋げる必要がある。そのため、やる気のある
高齢農家や定年帰農者等の積極的な農地利用を図るとともに、市の地域おこし協力隊員や移住対策部
門と連携を図り、SNSを通じた空き農地や空き家の情報等を含めた農業を始めやすい環境を外部へ発
信し、新たに農地を担う者を確保していく。

農振農用地区域内の農地及びその周辺の農地を農業上の利用が行われる区域とし、その区域と住宅
地又は林地との間にある農地は保全・管理を行う区域とする。

変更前
976

変更後
936.1

変更前
976

変更後
936.1

（２）農地中間管理機構の活用方針

区域内の農用地等面積

注：区域内の農用地等面積は、農業委員会の農地台帳等の面積に基づき記載してください。

うち農業上の利用が行われる農用地等の区域の農用地等面積

（５）農業協同組合等の農業支援サービス事業者等への農作業委託の活用方針

（１）農用地の集積、集約化の方針

（４）多様な経営体の確保・育成の取組方針

（３）基盤整備事業への取組方針

・作業の効率化が期待できる作業は、委託による実施を検討する。



以下任意記載事項（地域の実情に応じて、必要な事項を選択し、取組方針を記載してください）

①鳥獣被害防止対策 ②有機・減農薬・減肥料 ⑤果樹等

①イノシシ被害が大きいため、地域の防護柵を設置を検討して行く。また、耕作放棄地がイノシシ被害
の増加を助長していると考えられるために、耕作放棄地を解消できないか地域で検討する。
②雲仙市有機農業実施計画に基づき、環境に配慮した農業の推進を進めていく。
③経営効率の向上のため、積極的にスマート農業に取り組む。
④長期間水稲を作付けしていない水田や、水張りが困難な水田については畑地化を進め、高収益作物
への切り替えを進める。
⑨生産コストを抑えるため地域内の畜産農家と連携を密に図り、堆肥等の活用率を高めていく。
⑩地域の担い手や、後継者を育成していくためには、条件の良い農地を残していくことが最低条件であ
るので、基盤整備をできるところからでも検討を進めて行く。
地域内の農業を担う者の変更が生じた場合には、地域計画の見直しを地域の農業委員、最適化推進
委員等の地域農業に精通する者への確認による協議を行う。

【選択した上記の取組方針】

③スマート農業 ④畑地化・輸出等

⑧農業用施設 ⑨耕畜連携等 ⑩その他⑥燃料・資源作物等 ⑦保全・管理等


